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　この度の定期総会において、引続き副会長に選任されましたが、会務

につきましては「会員のための会務」を念頭に心掛け職務に邁進します。

　担当する部は、会の活動たる根源である財務収入の確保を図る「財務

経理部」と、行政書士の職域確保並びに業務を通じて地域社会への貢献

等々行政書士を社会に拡めるとともに認識を促す「制度推進部」を担当

しますが、部長を中心として部員とともに、より良い行政書士会の礎を

築いて行きたいと思います。

　財務経理部においては、財源収入の平準化を計り、会費については銀

行引き落としにより年４回に分けて収納していますが、稀には１年以上の未納会員もおり、長期滞

納者については「少額訴訟」をもって対処し、会員の義務を遂行する方針です。これは前年の部長

から先ず退会者に対して履行したところです。

　制度推進部では、職域の確保を図るべく、行政官庁および関係諸団体に、行政書士業務のＰＲと

更なる理解を求め、折衝を重ねていきます。

　何はともあれ、行政書士業務の範囲が広いため特定専門業務を会員全員が行い得る業務の確立と

なると、古くは昭和５０年１２月建設業許可申請について全県下の建設業者に対しての案内、昭和

５１年５月車庫証明センターの設置により、これら業務が現在の行政書士業務の骨子となり多くの

会員が手掛けているところである。今日の経済不況は我々の業務にも少なからず影響を及ぼし建設

業関係申請業務の減少またまた電子申請による業務の変化が急速に進み、これらの業務と同様な基

本業務の確立が急がれるところである。

　そこで、高齢化社会に目を向け「相続・遺言に関する業務」の「遺産分割協議書類作成」に伴い、

その「遺産整理」についても、行政書士の確たる業務に注目されるのではないでしょうか。

　専門業務の確立は会員の望むところであり、まだまだ地域住民は行政書士がどのような業務を取

り扱うか分からない人が多い中で、会としては多いにＰＲを図らなければならない。会員のための

会務と、行政書士制度の更なる充実を目指し、明瞭に分かる会務活動にしていきたい。

会員のための会務

栃木県行政書士会 副会長　  堀　越　　　功 
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栃木県行政書士会

全国監察担当者会議開催

-3-

映画と講演のつどい開催

去る８月２６日（金）正午より日本行政書士

会館において全国監察担当者会議が開催されまし

た。

台風１１号が関東地方に上陸との予報の中、全

国から５６名の担当者が参集いたしました。

　監察部次長の司会により会議が進められ、部長、

部員、単位会の自己紹介と移りました。

 平成１６年度の「行政書士制度強調月間」結果

報告に続き、地協別ブロック会議において、アン

ケート結果を交えた情報交換を行いました。業務

の侵害調査結果によると、個人によるもの、団体

によるもの、隣接士業によるもの、雇用行政書士

によるもの等具体的な事例の発表がありました。                   

最後に地協別の発表となり、関地協は、１.広報、

監察、綱紀委員会の役割分担を明確にしていた

だきたい。２．社会情勢の著しい変革の中で監察

という文言の変更をしたらどうか。３．申請窓口

掲示板の設置に連合会長名での要請を御願いした

い。以上のことを発表いたしました。

　また、各地協の発表の中で、団体のよる侵害、

隣接士業による侵害は多く、官公署へ申し入れを

する、提出書類の閲覧等のより非行政書士の排除

をするなど、１０月の強調月間にどのようなスタ

ンスで行うのかという意見もありました。

　ある自動車関連のポスターの掲示について、日

行連役員に対する抗議もあり、緊迫した場面もあ

りました。最後となりましたが、他県の方々の意

見を聞き、話せる機会を作れるこのような会議に

参加できたことは有意義だったと思いました。

　　　　　　　　　　　（制度推進部　石塚悦夫）

　平成１７年８月３０日（火）午後１時３０分よ

り「とちぎ男女共同参画センターパルティホール」

において、栃木県・栃木県教育委員会等主催によ

る「映画と講演のつどい」が開催されました。

　この催しは、栃木県人権教育・啓発推進県民運

動強調月間における取り組みの一環として行われ

たもので、県内各地より多くの方々が参加され、

会場は一杯でした。

　県人権同和対策課長の入野様の挨拶の後、第１

部として毎日新聞社会部の野沢和弘様による「障

害のある人の人権について」と題する講演が、手

話通訳と文字映像併用で行われました。野沢様は

身内に知的障害者を実際に抱え、現実的な問題と

して、社会部記者としての目からの報告と共に、

貴重な講演でした。

　第２部は、「風にひびき」という聴覚障害の

ある主人公がホームヘルパーとして働きながら、

様々な現実の壁に当たり、これを乗り越えて行く

という感動させられる物語でした。

　なお、更に１０月１日・２日の両日、宇都宮市

内マロニエプラザにおいて、全国規模の催しが行

われる予定です。ご参加を・・・。

　　　　　　　　　　　　　（総務部　鈴木康夫）
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土地利用に関する行政手続、農地法・農振法に関する研修会開催

　平成１７年８月３０日（火）午後１時３０分か

ら、栃木県行政書士会館２階会議室において研修

会を開催しました。

　栃木県行政書士会副会長の前澤眞一先生を講師

に、土地利用に関する行政手続、農地法・農振法

に関する研修が行われました。

　今回の研修はいままでの研修と違って、行政手

続の実務のみならず、法律の趣旨についての解説

もありました。法律の趣旨を理解していれば、行

政のいわれるままではなく、お客様の要望を満た

す新たな解決策も提案できるかも知れません。研

修に参加された会員の皆様の今後のご健闘をお祈

りします。

　　　　　　　　　　（業務研修部　江藤正巳）

日 /曜日 内　　　容 出　　席　　者 No. 頁
 1 日 月 アクセスに関する打合せ 会長　前澤副会長　岡井部長　金敷会員 ①
 2 日 火 会報作成 金敷専門部員 －
 3 日 水 県警交通規制課との業務連絡会 会長　宮嶋副会長　 ②

柔道整復師会との業務連絡会 会長　宮嶋副会長　岡井部長　鈴木理事

和賀井理事

③

 4 日 木 業務研修部研修会（経営事項審査申請）

　　　　　　　　　　（経営分析申請）

会長　前澤副会長　風間部長　石田副部長

江藤理事　渡辺専門部員　講師：松岡（敏）理事

④

 5 日

 

金 財務経理部会 柳川部長　松本副部長 ⑤
職員採用面接　 会長　秋田副会長　前澤副会長　堀越副会長

宮嶋副会長　岡井部長

⑥

会報作成 金敷専門部員 －
 8 日 月 広報部会 秋田副会長　新井部長　清水副部長　山本理事

田代理事　大石理事　金敷専門部員

⑦

10日 水 業務開発部会 会長　秋田副会長　毛塚部長　手塚副部長

松岡理事　井上理事　廣田理事

⑧

県環境整備課訪問 秋田副会長　毛塚部長　金敷会員 ⑨
18日 木 総務部会 会長　宮嶋副会長　岡井部長　木下副部長　鈴木理事 ⑩

新入会員オリエンテェーション 会長　木下副部長　鈴木理事 ⑪
事務局内パソコン設定 田代理事 －

19日 金 アクセスに関する打合せ 前澤副会長　岡井部長　金敷会員 ⑫
23日 火 栃木・小山支部研修会 講師：田代理事・住吉会員 ⑬
26日 金 事務局内パソコン設定 田代理事 ⑭
27日 土 宇都宮車庫証明センター総会 会長 ⑮
29日 月 研修用パソコン環境設定 風間部長・田代理事 ⑯

正副会長・部長・総務部・

業務研修部・業務開発部合同会議

会長 秋田副会長 前澤副会長 堀越副会長 宮嶋副会長

岡井部長 新井部長 石塚部長 風間部長 毛塚部長　

田渕委員長 木下副部長 鈴木理事 和賀井理事

松岡（敏）理事 江連理事 手塚副部長 

松岡（英）理事  井上理事

⑰

30日 火 業務研修部研修会（土地利用・農地法） 風間部長　江藤理事　　　　　講師：前澤副会長 ⑱
映画と講演のつどい 鈴木理事 ⑲

書 士 会 日 誌 ２００５．８



-5-

①総務部（会員管理）
１日　ＰＭ１：３０～ＰＭ７：３０

【内容】

　会員管理アプローチからアクセスに移行す

るに当たり、原簿作成について打ち合わせを

行い、再度検討することとし、次回は８月

１９日（金）ＰＭ１：３０～開催する旨決定

した。

②総務部（県警との業務連絡会）
３日　ＰＭ３：３０～ＰＭ５：００

【内容】

　県警察本部交通規制課と業務連絡会を開催

する。

　本会と車庫証明センター運営協議会の正副

会長が出席して、自動車保管場所申請等に関

する問題点について協議した。

○協議事項

　・保管場所申請提出手続代理（委任状に　

　よる）について

　・ワンストップサービスの現状について

　・警察統廃合について

　・その他

③総務部（業務連絡会）
 ３日　ＰＭ６：００～ＰＭ９：００

【内容】

　柔道整復師会との業務連絡会を開催した。

　柔道整復師会７名、会総務部６名、事務局

長　計１３名参加

⑤財務経理部（少額訴訟の件）
５日　ＰＭ２：００～ＰＭ５：００

【内容】

　少額訴訟の手続

　　宇都宮簡易裁判所　　３名

　裁判期日　平成１７年９月２０日

⑧業務開発部
１９日　ＡＭ１０：００～ＰＭ１２：００

【内容】

１．報酬額統計調査について

　　近接県に報酬額統計調査報告書の送付依

　頼するにあたり、送付先及び依頼分の検討

２．相談会及び講師相談員の案内について

　　送付先及び案内文の検討

３．業務マニュアルの作成について

【決定・検討事項】

１．関地協に属する単位会に校正した依頼文

④業務研修部
４日　ＰＭ１：３０～ＰＭ３：５０

【内容】

　建設業の「経営事項審査申請」と「経営分

析申請」について研修会を開催した。建設業

について２科目目「経営分析申請」

【決定・検討事項】

　１科目目は「経営事項審査申請」の留意点

を中心に行った。

　　・講師　研修部　松岡敏郎　氏

　２科目目は「経営分析申請」について

　　・講師　ワイズ公共データシステム（株）

⑥職員採用面接について
５日　ＡＭ９：３０～　　　　　　

【内容】

　事務局職員採用面接を行った。

⑦広報部会
８日　ＰＭ１：３０～ＰＭ５：１０

【内容】

１．８月号の編集・校正について

２．ホームページについて

　◎現在の本会ＨＰを見ながら、改良すべき

　　点などを検討

　◎視点として①会員のために機能するペー

　　ジ②アクセス数の増加をめざすなら、充

　　実したページなど。

　◎研修会の資料等充実したページがあるの

　　で会員に伝える工夫→会報に「ＨＰへの

　　誘い（仮題）」

【決定・検討事項】

＜話題＞

◎校正はどこまで？

◎校正後も出てくる誤植。前回の場合、友好

→有効　おわりなき校正

◎校正者の器も問われる。



⑨業務開発部
１０日　ＰＭ１：００～ＰＭ２：００

【内容】

１．県に提出する産廃収集運搬業許可申請に係

　る診断書類作成について

　宇都宮市と同様に、特別研修を修了した行政

書士が、修了証を添付した診断書類を提出する

ことができるようになった。ただし、許可申請

書類を作成した行政書士とは、別の行政書士が

作成した診断書類を提出することという付帯条

件がつけられた。（診断書類は第三者の疎明す

るもであり、代理人は当事者であるから。）

県生活環境部環境局環境整備課訪問

２．業務開発部の事業である相談員講師派遣の

　お願いの下記送付先名簿収集

　　　シルバー人材センター

　（県保健福祉部高齢対策課訪問）

　　　社会福祉協議会

　（県保健福祉部医事厚生課訪問）

⑪新入会員オリエンテーション
　１８日　ＡＭ１０：３０～ＰＭ１２：００

【内容】

（１）　行政書士会の事業について

　　　会長説明、内容全般について

（２）　職務上請求書の取り扱いについて

　　　木下理事説明、不正使用のないように

　　して欲しい

（３）　報酬額について

　　　資料により鈴木理事説明、請求は会で

　　は定めていないので各自状況に即してし

　　て欲しい

会員からの意見

１．農業委員会等で無資格者が書類を提出し

　ている例がある。

２．農振除外で不必要と思われる書類がある

　が

３．仕事を新たに見つけたいが、何かいい方

　法はないか

　　以上のような話があった。⑩総務部会
１８日　ＰＭ１：３０～ＰＭ５：３０

【内容】

１．会則、諸規程に関する件（選挙管理委員

　　　　　　　　　長からの上申に関して）

　　細部については、正副部長で検討して

　１２月の理事会に図るようにする。

２．会員の福利厚生に関する件

　　山梨県須王温泉に旅行する。個人負担は

　約１５，０００円／１人を目安。

　　詳細は鈴木理事が検討する。

３．駐車場整備の件

⑫総務部（会員管理について）
１８日　ＰＭ１：３０～ＰＭ６：００

【内容】

○事務局会員管理システムの検討

○会員証をどう管理するか、再考が必要であ

　るとの議論あり

○再度総務で検討することとなった。

　を発送する。

　　会員に周知するか又その方法について　

　は、収集したものをみてから、次回以降の

　部会で検討する。

２．県内のシルバー人材センター及び社会福

　祉協議会に案内文を送付する。

　　送付先名簿を収集しかつ案内文が出来次

　第発送する。

３．相続相談マニュアルを作成することとし

　そのたたき台となるものを松岡部員が作成

　し、部会で検討する。

　見積の結果（有）矢野建設に依頼する。

４．会員名簿作成の件

　　８／１９最終案を検討して、業者に発注

　したい。（岡井部長）

５．研修講師派遣について

　　旅費・日当は本部の場合も含めて、場所

　にとらわれず支払う。

　他に資料代として１０，０００円を支払う。

６．会館使用について

　　警備セットを忘れた状況を踏まえて、使

　用者から誓約書を取る。

７．事務職員の歓送迎会を８／２９に実施す

　る。
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⑬総務部（講師派遣）
２３日　ＰＭ２：００～

【内容】

　栃木・小山支部合同研修会

　　ベルジューネ小山に於いて

１．行政書士事務所の経営について

　　　講師　住吉　和夫　氏

２．電子申請手続きについて

　　　講師　田代　昌宏　氏

⑭その他
２６日　ＰＭ１：３０～ＰＭ６：００

【内容】

　ノートパソコンのシステム復旧及びアプ

ケーションソフトウェアの再インストール作

業

⑱業務研修部（研修会）
３０日　ＰＭ１：３０～ＰＭ５：００

【内容】

研修科目

１時限目　土地利用について

２時限目　農地法について

　講師　行政書士　前澤眞一

　上記内容について、研修会を実施した。

⑮宇都宮車庫証明センター総会出席
２７日　ＰＭ３：００～ＰＭ４：３０

【内容】

　塩原温泉　おおるり

・平成１７年度の総会が開催された。

・来賓として招待を受けたため出席。

⑯業務研修部（研修用 PC 環境設定）
２９日　ＰＭ１：３０～ＰＭ３：４０

【内容】

　研修部で行う法定業務研修について、ＤＶ

Ｄプレーヤー（パソコン外付けディスク）を

購入した。

　接続に際し、環境に不具合を生じた為、調

整が必要となり、広報部田代先生に協力を依

頼した。

⑰事務局管理体制のあり方について
２９日　ＰＭ４：００～ＰＭ５：３５

【内容】

・事務局全般について、局長説明

・これからの連絡はメールでやって欲しい

・掲示板の管理のあり方について検討する要

　あり

・ポスターを折らずに渡して欲しい。

・会の業務についてＰＲをする必要がある。

⑲総務部 ( 映画と講演のつどい）
３０日　ＰＭ１：３０～ＰＭ３：５５

【内容】

　栃木県生活環境部人権同和対策課等主催に

よる「映画と講演のつどい」

　第１部　毎日新聞社会部の野沢和弘様によ

　　　　る「障害のある人の人権について」

　　　　と題する講演

　第２部　「月のひびき」と題する映画

感想

　知的障害、視聴覚障害を持っている人は、

推定１００万人はいるだろうとの事。より多

くの人がこの方達に目を向けていく。手をさ

しのべていく必要があると感じました。

※この記事は、各部等からの会議録に基づいて掲

載しております。　　　　　　　　　　（広報部）
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　　宮地調第１３７号

平成１７年７月２８日

栃木県行政書士会

会長　浅　野　吉　知　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮市長　佐　藤　栄　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建設部　地籍調査課扱い）

　　　　　　　地籍調査実施地区における土地の表示の異動に伴う登記申請等の

　　　　　　　市経由について（依頼）

　盛夏の候，貴職におかれましては，ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　日ごろ，本市行政，特に地籍調査事業には特段のご理解ご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。

　さて，平成１７年度の地籍調査事業は，下記の地域を実施することとなりましたが，調査実

施しております地区の土地につきまして，地籍調査の成果と登記申請による異動内容との整合

性を図るため，地籍調査の実施地区内における土地の表示に関する登記申請内容について，本

市で正確に把握する必要があります。

　つきましては，調査実施地区の土地の表示に関する登記申請等は，本市を経由してから行なっ

てくださいますよう，申請者への周知をお願い申し上げます。

記

１．経由対象地区　　　宇都宮市　鐺山町・道場宿町・上籠谷町・氷室町・板戸町

　　　　　　　　　　　　　　　　刈沼町・満美穴町・野高谷町・下平出町・平出町

　　　　　　　　　　　　　　　　石井町・柳田町の各一部

　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙・図面のとおり）

２．対象登記申請等　　表示登記，地目変更，分筆，合筆，地積更正，地図訂正申出

　　　　　　　　　　　その他，土地の表示に関する登記申請等

３．経　由　期　間　　各地区とも，地籍調査成果の法務局送付までの間

４．経　由　方　法　　登記申請前に，申請書を市地籍調査課にご提示ください。

　　　　　　　　　　　内容を確認の上，経由（または審査）印を押印いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮市　建設部地籍調査課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０２８－６３２－２２３６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：森，高橋）

　本県における土木行政の推進につきまして、日ごろ特別な御協力をいただき、厚くお礼申し

上げます。

　さて、県におきましては、栃木県公式ホームページから各種申請書等のダウンロードができ

る「栃木県行政手続きインターネットサービス」を実施しておりますが、この度、建設業の許

可申請及び経営事項審査の申請に係る各申請様式についても下記からダウンロードすることが

可能となりましたのでお知らせします。

　なお、様式等はＰＤＦ形式となりますので御了承ください。

（参考）

「行政手続きインターネットサービス」・・・http://www.info.ds.pref.tochigi.lg.jp/

　「組織別検索」で検索する場合：組織別検索＞土木部＞監理課

　「分類検索」で検索する場合　：分類検索＞しごと＞建設・都市 　　　　監理課建設業担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:028-623-2390

建設業の許可申請及び経営事項審査の申請に係る各様式のダウンロードサービスについて
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　昨年２月に開催された、栃木県農務部と行政書士会との協議事項及びその結果について報告

１　隣接同意書について

　農振除外にあたり隣接同意書の添付を求められることがあり、農地転用許可申請においては  

　不用ということもある。

　回答要旨

　・農振除外申出の添付書類については、除外の判断資料として隣接同意を求めている市町村

　　もあるかのように聞いている。

　・市町村から県への農用地利用計画の変更の協議については、隣接同意書の添付を求めてい

　　ない。

　・農地転用申請における隣接同意については、近傍の農地の日照、通風、耕作等への影響の

　　有無を判断する際の参考資料として同意書が取れるのであれば、添付をお願いすることが

　　ある。（「農地法関係事務処理の手引き」P２４）

　・隣接同意書は、法定要件ではなく、県としては一律添付を求めないし、隣接同意の有無に

　　よってのみ許可、不許可を決定することはない。

２　「転用許可済」の看板の設置について

　　強制的に販売しているところもあるように感じられる。また、反面便利に使わせて頂

　　くこともあるので、申請の時に確認する方法を採用して頂きたい。

　回答要旨

　・転用済みの立札については、「農地等の転用許可済の立て札掲示について」（昭３１．１０

　　．１９付農務部長通知）により、許可着工等の違反行為を未然に防ぐ目的で、転用事業者

　　が掲示することとなっている。

　・県としては材質まで指定していない。ある程度風雨に耐え、転用が完了するまで、破損等

　　しないものであれば、転用事業者が自作したものでもかまわない。

　・プラスチック製看板については、転用事業者の利便を図るため県農業会議で作成している

　　ものであり、購入を強制しているものではない。

　※　許可書交付と同時に記入済みの看板を実費で販売している農業委員会においては、許可

　　申請時に既製看板の要・不要について、申請者に確認されたい。

３　代理申請について

　　農業委員会では、行政書士以外の者の代理申請を受け付けているのではないのか。

　回答要旨

　・代理自体は、誰でもできるが、業として報酬を得ている場合には、行政書士法違反となる

　　ものであり、それに該当するかどうかを窓口の担当者が判断することは、一定の困難が伴

　　うと考えられる。

　栃木県農務部と栃木県行政書士会との業務連絡会の内容について
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日行連発第３７１号

平成１７年８月１９日

各単位会長殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本行政書士会連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　宮内　一三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社労税務経営部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　長　磯田　都貴代

社労業務取扱証明書の発行について（お願い）

　平素は、日行連事業活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、社労税務経営部では、平成１１年度より社労業務推進の一環として行って参りました

社労業務取扱証明書の発行を、今年度も実施することといたしております。

　下記の要領にて、希望会員向けの周知、募集及び発行を行いますので、別紙「社労業務取扱

証明書発行願い」（様式１）の取りまとめ等ご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．会員向け周知．募集方法：月刊「日本行政」平成１７年９月号案内掲載（別紙参照）

２．希望会員から単位会への申込締切日：平成１７年９月３０日（金）必着

３．各単位会から日行連への提出締切日：平成１７年１０月１３日（木）必着

【留意事項】

（１）希望会員より申込みがありましたら、経過措置該当者であることをご確認いただき、日

　　 行連への提出締切日までに一括して日行連業務課宛に送付願います。

（２）過年度発行済み会員の重複申込みはできませんので、除外願います。

（３）昭和５５年当時会員であった方が、一度、退会・廃業し、再入会・登録した場合は入会

　　 年月日の欄に、昭和５５年９月１日現在会員であったことが確認できるよう、昭和５５

　　 年９月１日以前の入会日、退会・廃業日、及び再入会・登録した日を記載するようご指

　　 導願います。

（４）社労業務取扱証明書の作成には１～２ケ月を要します。

（５）社労業務取扱証明書は出来上がり次第、日行連より各単位会宛に送付いたしますので、

　　 貴会より希望会員へ配付してくださるようお願いいたします。

（６）過年度発行済み会員の再発行につきましては「社労業務取扱証明書再発行願い」（別紙・

　　 様式２）にて、別途お申し込み願います。再発行につきましては、制作費及び郵送料は

　　 個人負担となりますので、ご了承願います。

（７）社労業務取扱証明書発行済み会員の退会・廃業に際しては、「社労業務取扱証明書返却届

　　 出書」（別紙・様式３）に証明書を添えて、単位会経由で日行連業務課宛返却をお願いし

　　 ておりますので、該当会員へのご指導をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（担当：日行連業務課　小川）

※様式については、「日本行政」９月号をご覧頂くか、又は事務局までお問い合わせください。
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昨年の行政書士試験で、合格率５．３パーセン

トの難関を突破され、今年５月に登録入会された

新進気鋭の行政書士、足利市の渡辺淳子さんの事

務所を訪ねました。

　まずは定型インタビューから・・・。

氏　名　渡辺淳子

事務所　足利市大前町１２８５- １６

入会年月日　２００５年５月

入会の動機　子育ても終わりに近づき、自分の人

生をあらためて考えた時、少しでも人の

役に立つ仕事ができれば…と。

専業 or 兼業　専業 ( 兼業？ )

得意業務　入会したばかりですので、まだまだ得

意業務とは言えませんが、相続・一般法

務をメインに考えています。

苦労していること　

分からないこと、迷うことばかりです。

行政書士になって良かったことは ?

　　　行動範囲が広がり、いろいろな方のお話を

聞くことができます。

趣　味　　愛犬を癒すこと（？）

特　技　　英文タイプ

好きな場所は　　海や川、静かで広い場所です

好きな色　レモンイエロー

ひとこと　

入会後は、各種業務研修会や日本公証

法学会公開シンポジウムなどにも積極的

に参加させて頂いておりますが、具体的

な業務の内容を把握するに至っておりま

せん。広範な行政書士業務の難しさをあ

らためて知り日々勉強であると痛感させ

られました。それと同時に、活気に満ち

頼りになる諸先輩方、お互いに頑張りま

しょうと声を掛け合える新人行政書士と

の出会いに恵まれ、そのことが大きな励

みとなり支えとなりました。

現在は営業という部分で先輩にご指導

を頂いたホームページの作成にも取り掛

かっております。なかなかイメージどお

りにはいきませんが、お客様との出会い

の場が広がるよう充実したサイトを目指

して奮闘中です。

　　　　今後も、研修会には積極的に参加し知識

を深め、諸先輩方のあたたかいご指導を

　最近相談に見えたお客様とのやりとりの中で、

相手の心情を思いやることに欠けていたかも…と

しきりに反省されていましたが、相談を受けた事

案について、事前調査や資料の収集など全力投球

で取り組まれている様子に、熱い思いがビンビン

伝わってきました。県の研修会にも積極的に参加

されています。「唯々諾々と聞いているだけです」

と謙遜されていましたが、どうしてどうして。宇

都宮への移動も、「本当は電車の方がいいのです

が…」と。「車中、本を読んだり出来るから」と

言われます。

　足利支部にとっても、久々の女性会員。まさに

レモンイエローのように、さわやかで爽快な感じ

がしました。

賜りつつ勉強や経験を重ね、お客様から

信頼される行政書士に成長していきたい

と存じます。
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　現在、台風による水害を肌で感じることがなく

なった。私が小学生の頃、祖父の家では台風が上

陸すると必ずと言っていいほど床下浸水になっ

た。祖父の家の裏に小さな川が流れていたのが原

因である。その川が増水し溢れるとあっという間

に大量の水が流れ込み、水と一緒にたくさんの魚

も家に入ってきた。その時家族は大変だっただろ

うが、魚が家の中を泳ぐ光景がとても好きだった。

　しかし、やはり台風の猛威、災害は恐ろしい。

先日、超大型ハリケーン「カトリーナ」が米国南

部を襲った。日本では昨年、１０個の台風が上陸

し、各地で記録的な雨が降り、死者・行方不明者

が２３２人と２０年ぶりに１００人を超え、高齢

者が多く犠牲になった。その被害状況の映像が飛

び込んでくると、台風の凄まじさに驚く。

　身近で台風被害を感じることは少なくなった

が、世界・日本各地ではたくさんの台風による被

害・災害が起こっている。災害は予想外・想定外

の状況が発生することにより起こるもので、それ

はいつでも、誰にでも起こりうることであると認

識しておかなければならない。

　半世紀以上前になるが、昭和２２年に日本を

襲ったカスリーン台風により、渡良瀬川の堤防が

決壊し、濁流が足利市内に流れ込み、足利市に残

る大惨事を引き起こしている。

カスリーン台風による洪水の被害

◇流出：３７２世帯、全壊：３２８世帯、半壊：

２５７世帯

◇ 床 上 浸 水： １ １，９ ７ ６ 世 帯、 床 下 浸 水：

５，７７３世帯

◇死者：２５２名、行方不明者：６７名

　＜足利市消防本部、渡良瀬川上流域洪水被害調

書＞

　

　台風による洪水の恐ろしさを再認識するため

に、実際に洪水を体験された方々のお話をもとに、

足利市内の街路灯などに赤のテープで表示し、浸

水水位が再現されている。今と昔では違うのかも

知れないが、この赤いテープまでの浸水水位を想

像することは到底できない。しかし現実にあった

浸水水位なのである。

　気象庁によれば、強い勢力を持つ台風はこの

１０年で増えているという。地球温暖化がさらに

進めば、台風の発生数は減るものの勢力の強い台

風になると予想している。

　ここに掲載されている写真を撮影した日は、台

風１４号の影響で雨であった・・・。

　　　　　　　　　　　　　（支局長　金井善久）


